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除染に関する緊急実施基本方針

平成 23年 8月 26 日

原子力災害対策本部

1.本方針の目的

① 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により生じた放射性物質

による汚染に対する不安を一日でも早く解消するため、国は、県、市町村、

地域住民と連携し、放射性物質による汚染の除去に責任を持って取り組ん

でまいります。

② 現在、国会にて「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖

地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の

汚染への対処に関する特別措置法案」が審議されています。今後、同法案

が成立した場合には、政府は、同法案の枠組みに基づき計画的かつ抜本的

に除染を推進することとなります。

しかし、同法案の施行にあたっては、区域の設定や技術基準の策定など

を慎重に行う必要があるため、実際に同法に基づく抜本的な除染措置が実

施できるのは、一定期間経過後にならざるを得ません。

③ しかしながら、除染は直ちに取り組む必要のある喫緊の課題であり、同

法案に基づく除染の枠組みが動き出すまでの間、まずは原子力災害対策本

部が除染の緊急実施に関する基本方針を示し、県、市町村、地域住民と連

携して除染の取組を推進します。

④ なお、この緊急実施基本方針は同法案の趣旨と整合的なものであり、緊

急実施基本方針に定める内容は、同法案が成立しその枠組みが立ち上がり

次第、順次移行することとなります。

2.除染実施における暫定目標

① 国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）の２００７年基本勧告及び原子力安

全委員会の「基本的考え方」1を踏まえ、緊急時被ばく状況2（現在の運用

では、追加被ばく線量3が年間２０ミリシーベルト以上）にある地域を段階

的かつ迅速に縮小することを目指します。

1 「今後の避難解除、復興に向けた放射線防護に関する基本的考え方について」（平成２３年７月１９日

原子力安全委員会）
2 「緊急時被ばく状況」とは、原子力事故または放射線緊急事態の状況下において、望ましくない影響

を回避もしくは低減するために緊急活動を必要とする状況。
3「追加被ばく線量」とは、自然被ばく線量及び医療被ばくを除いた被ばく線量を指すものとする。
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② 長期的な目標として、現存被ばく状況4（現在の運用では年間２０ミリシ

ーベルト以下の地域）にある地域においては追加被ばく線量が年間１ミリ

シーベルト以下となることを目標とします。

③ 除染実施の具体的な目標として、放射性物質に汚染された地域において、

２年後までに、一般公衆の推定年間被ばく線量を約５０％減少した状態を

実現することを目指します。

原子力災害対策本部が実施した試算によれば、放射性物質の物理的減衰

及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）によって、２年

を経過した時点における推定年間被ばく線量は、現時点での推定年間被ば

く線量と比較して約４０％減少します。

除染によって少なくとも約１０％を削減することで上記５０％減少を

実現するとともに、更なる削減の促進を目指します。

④ また、放射線の影響が成人より大きい子どもが安心して生活できる環境

を取り戻すことが重要であり、今後２年間で学校、公園など子どもの生活

環境を徹底的に除染することによって、２年後までに、子どもの推定年間

被ばく線量がおおむね６０％減少した状態を実現することを目指します5。

原子力災害対策本部が実施した試算によれば、放射性物質の物理的減衰

及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）によって、２年

を経過した時点における子どもの推定年間被ばく線量は、現時点での推定

年間被ばく線量と比較して約４０％減少します。

除染によって少なくとも約２０％を削減することで上記６０％減少を

実現するとともに、更なる削減の促進を目指します。

⑤ 上記目標は、除染を緊急的に実施するために、限られた情報に基づき決

定した暫定的な目標です。今後、詳細なモニタリングとデータの蓄積、子

どもの実際の被ばく線量の実測調査、除染モデル事業などを通じ精査を重

ね、定期的に目標を見直します。

4 「現存被ばく状況」とは、緊急事態後の長期被ばくを含む、管理に関する決定を下さなければならな

い時に、既に存在している被ばく状況。
5 現時点の空間線量率が毎時 3.8 ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ（年間累積被ばく線量 20 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ）の地点を前提に計算。

また、現時点より以前に既に除染が行われている場合には、除染を行う前の線量水準からの比較で目標

の達成を検証する。
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3. 除染の進め方

(1) 基本的考え方

(ア) 国は責任をもって除染を推進します。

(イ) 国は、安全かつ円滑に除染が行われるよう環境を整備するため、

財政措置、除染・測定機器の効率的な整備・運用、人材育成、専門

家派遣などの支援を実施します。

また、国は、特に高い線量の地域も含め、各地域でのモデル事業

を通じて、効果的な除染方法、費用、考慮事項など除染に必要とな

る技術情報（「除染技術カタログ」）などを継続的に提供します。

(ウ) 国は、除染に伴って生じる放射性物質に汚染された土壌等の処理

について責任を持って対応します。

(エ) 上記の取組を進めるに当たり、国は、国際社会と連携・協力しつ

つ、国内外の叡智を結集して対応します。

(2) 線量の水準に応じた地域別の対応

(ア) 避難指示を受けている地域

① 事故発生から１年の期間内に積算線量が２０ミリシーベルトを超え

るおそれがあるため避難指示を受けている地域（計画的避難区域）で

は、除染の実施に当たって高いレベルの技術が必要であるとともに、

作業員の安全の確保に十分な配慮が必要であるため、避難指示が解除

され住民が帰還するまで、県及び市町村と連携の上、国が主体的に除

染を実施します。

②現在の警戒区域についても、自治体機能自体が移転していること、立

入りが制約されていることから、避難指示が解除され住民が帰還する

まで、県及び市町村と連携の上、国が除染を実施します。

ただし、これらの区域の市町村が希望する場合には、安全性が確保

されている前提で、市町村自らが除染計画を作成し実施することも可

能であり、国は財政支援、専門家派遣などを通じて全面的に協力しま

す。
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③これらの区域の中でも、特に追加被ばく線量が年間２０ミリシーベル

トを大幅に超える区域においては、まずは、国が除染のモデル事業を

実施することで、高線量地域における効率的・効果的な除染技術や作

業員の安全を確保するための方策を確立します。

(イ) その他追加被ばく線量がおおむね年間１から２０ミリシーベルトの間の地域

① 追加被ばく線量が年間２０ミリシーベルト以下の地域は、放射性物

質による汚染が及んでいるものの、行政機能は域内にあり住民も居住

しており、個別事情や住民のニーズを把握しているコミュニティ単位

での計画的な除染が最も効果的であると考えられます。

② 市町村において、「市町村による除染実施ガイドライン」に基づき、

汚染の状況や住民のニーズに応じた除染計画を策定していただき、国

はその円滑な実施を支援してまいります。

なお、市町村が除染計画を策定するにあたり、他の主体が管理する

公的施設の除染が含まれる場合には、その管理主体と連携して取り組

むことが望まれます。

［除染計画で検討すべき事項］

1. 目標設定

2. 除染対象毎の方針及び方法の決定

3. 実施主体

4. 仮置場の確保

③ 年間１～２０ミリシーベルトの間の地域の中でも比較的線量の高い

地域においては、汚染状況を改善するためには面的な除染が必要と考

えられます。

他方、比較的線量が低い区域においては、放射性物質の物理的減衰

及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）などを勘案

すると、基本的に面的な除染は必要ではありませんが、側溝や雨樋な

ど局所的に高線量を示す箇所の除染が重要です。

国は、市町村の除染計画の作成・実施に全面的に協力します。具体

的には、専門家の派遣、財政支援、モニタリング結果や作業上の留意

点などの住民への情報提供、測定機器の提供などを、市町村それぞれ

の状況に応じて実施します。

④ なお、県、国などが管理する公的施設については、その管理責任主

体が、市町村の策定した除染計画に基づき、市町村と密に連携し、除

染を実施します。
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(ウ) 追加被ばく線量がおおむね 1ミリシーベルト以下の地域

① おおむね年間 1 ミリシーベルト以下の地域は、放射性物質の物理的

減衰及び風雨などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）などを

勘案すると、基本的に市町村単位での面的な除染が必要な線量の水準

ではありません。

② 他方、側溝や雨樋など局所的に高線量を示す箇所があることから、

国は、県及び市町村と連携し、住民を含めた関係者が安全かつ効率的・

効果的に除染を行えるよう必要な支援を行います。

4.除染に伴って生じる土壌等の処理

① 除染に伴って生じる土壌、また地域に存在する稲わらやたい肥、がれき

などの処理は、円滑かつ迅速な除染の実施に不可欠です。

② こうした土壌等の処理に関し、長期的な管理が必要な処分場の確保やそ

の安全性の確保については、国が責任を持って行うこととし、早急にその

建設に向けたロードマップを作成し、公表いたします。

③ しかしながら、こうした抜本的な対応には一定規模の処分場の確保及び

整備のための時間が必要であり、これを待っていたのでは迅速な除染が進

まない恐れがあります。

④ 従って、除染に伴って生じる土壌等は、当面の間、市町村又はコミュニ

ティ毎に仮置場を持つことが現実的であり、国としては、財政面・技術面

で市町村の取組に対する支援に万全を期して参ります。

5.県の協力

① 県は各市町村が除染を計画し実施する際、必要に応じて横断的な調整機

能を担います。

② また、国と連携し、地域住民が安全かつ効率的・効果的に除染を行える

よう、モニタリング結果や生活上の留意点などの情報提供や、測定機器の

提供などの環境整備を実施します。

以上




